
生活介護（R6報酬改定）
長崎県障害福祉課



報酬関係

他にも通知やQ&Aが掲載され
ていますので要確認です。

厚労省ホームページ



報酬告示
生活介護に係る部分から一部抜粋

５人以下は
重心の方を
対象とする
児童のサー
ビスとの多
機能型のみ

算定

所要時間は
生活介護計
画に定めた
標準的な時
間に応じて

算定



８時間以上
は、障害者
支援施設が
実施する生
活介護事業
は算定不可



10人以下は
重心の方を
対象とする
児童のサー
ビスとの多
機能型のみ

算定



10人以下は
重心の方を
対象とする
児童のサー
ビスとの多
機能型のみ

算定

所要時間は
生活介護計
画に定めた
標準的な時
間に応じて

算定



８時間以上
は、障害者
支援施設が
実施する生
活介護事業
は算定不可





報酬関係

他にも通知やQ&Aが掲載され
ていますので要確認です。

厚労省ホームページ



留意事項通知
114頁以降から生活介護








